
赤磐市教育委員会 社会教育課 

（改定：令和 5.2.1～） 

体育施設運用ガイドライン 

新型コロナウイルス感染拡大防止及び利用者の安全確保のため、赤磐市内体育施設の利用にあたり、

利用者は、下記の事項を遵守する場合において、施設を利用することができる。 

なお、体育施設の運用にあたっては、当ガイドラインのほか、「社会体育施設の再開に向けた感染拡大

防止予防ガイドライン」（スポーツ庁）及び「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた施設利用

許可方針」（赤磐市教育委員会）を準用するものとする。 

■遵守事項 

・利用者は、施設利用にあたり、基本的な感染防止策を講じること。 ※１ 

・5,000人又は収容定員 50％を超えるような大会等の開催にあたっては、主催者から岡山県に相 

談し、必要な手続きを行うこと。 ※２ 

・施設利用後、新型コロナウイルス感染症の感染が確認された場合は、速やかに施設管理者へ連 

絡を行うこと。 

・上記のほか、必要な事項は、赤磐市教育委員会が定めるものとする。 

 

※１ 基本的な感染防止策として、「３密（密集、密閉、密接）の回避」、「利用者の体調確認」、必要

に応じた「マスク着用」、利用後の用具・設備などの「清掃（当面の間は、消毒作業も含む）」

を行ってください。また、利用にあたり、業種別ガイドラインや国、岡山県の定めるガイドラ

イン等に該当する場合は、当ガイドライン等に則した感染防止策を行ってください。 

 

＊利用者の体調確認・・・施設管理者へのチェックリスト・参加者名簿などの作成・提出は 

不要です。 

 ＊マスク着用   ・・・運動・スポーツ中のマスク着用は十分な呼吸ができない恐れや熱中 

症リスクがあるため、本人や指導者等の判断で着脱ください。 

   ＊清掃      ・・・施設利用後の清掃に加え、当面の間は、ドアノブなど多くの人が触 

れる箇所、スポーツ用具、清掃道具などの消毒をお願いします。 

※２ 詳細は岡山県策定の「イベント開催時における感染防止対策について」を参照のこと。 

 

■運用期間：当面の間 


